
大学における遺伝資源（海外を含む）の管理
と海外戦略」  

国立大学法人九州大学 
知的財産本部 
技術移転グループ 
深見克哉 

2009.10.16 
JBAオープンセミナーin九州 
アクロス福岡608号室にて 



本⽇日の内容	  

  なぜMaterial Transfer Agreement（MTA）が必要か？ 

  なぜ、マテリアルを管理する必要があるのか？ 

  九州⼤大学の海外戦略 

MTA	  

Copyright© Intellectual Management Center of  Kyushu University K. Fukami 	




⼤大学の役割	  
 知的財産戦略⼤大綱（H14）、知的財産基本法（H14） 

研究	  

論⽂文	  

社会	  特許 
マテリアル	  

MTA	  

経済的価値	  

アカ
デミ
ア	  

学術的価値	  

ライセンス	  

移転	  
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MTA	  



A企業	  
(設定)A企業から 
⽬目の病気のみの研究
に限定して、使⽤用許
諾をうけて研究	  

B企業	  

(設定)B企業と 
⿐鼻炎の病気の共同研
究を⾏行行っていたが、 

 　 　 　ある成分が効
果があり、世界初め
ての成果であった	  

知的財産本部	  

商品化	  

B企業と共
同で 
特許出願	  



事例（カックロール）	  
バングラディッシュの市場の様⼦子	  

（断⾯面）	  



カックロールの健康機能 

カックロールの基本的特徴に加えて、 
新たに注⽬目の健康機能： 

 　 　 　○ 　脂質代謝改善機能 　特願2006-083581  
 　 　 　○ 　抗アレルギー機能 　特願2006-083592  

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　が⾒見見いだされた。	  



知財に関する取り扱いについて	  

⼊入⼿手の経緯	  
 　１．バングラデッシュ産ニガウリは、⽣生物多様性条約が発効した1993年以前 
 　 　 　の1988年にバングラデッシュより研究のために九州⼤大学へ持ち込まれた。 
 　２．これらの研究は、⽇日本の研究資⾦金金（JICA、JSPS）により⾏行行われた。	  
 　３．2⼈人のバングラデッシュ⼈人研究者は、これらのバングラデッシュ産ニガウ 
 　 　 　リの研究により、論⽂文を発表し、九州⼤大学から博⼠士号を取得した。	  

ＣＢＤ対応	  
 　 生物多様性条約にのっとり、バングラデッシュ政府のフォーカルポイントに
上記経緯と日本に持ち込まれた後の研究による成果として、博士号取得等の相当
の対価が得られた事実を伝え、新たな事前の情報に基づく同意（PIC）を得るこ
とはせず、⽇日本での商業化を進めることのみの連絡を⾏行行った。	  



なぜMaterial Transfer Agreement（MTA）が
必要か？	  
以下の問題が発⽣生（する可能性がある）している！ 
（提供するとき） 
 　 　○提供したバイオリソースが、勝⼿手に名前を変えたりして、研究成果の連続性が失われる。 　 
 　 　 　創作者の所有権が失われる。 
 　 　 　⇒由来・謝辞・引⽤用の明⽰示 
 　 　○共同で研究したのに、論⽂文に著者として記載されない。論⽂文の引⽤用がされず、バイオリ 
 　 　 　ソースの由来が明確でなくなる。企業と共同研究している同じような研究をして、また 
 　 　 　特許を出願された。 
 　 　 　⇒研究⽬目的の明記、成果の取扱の取り決め（出願の報告義務、共同出願の約束等） 
 　 　○他者に無断で分与されると、どこでだれがどんな研究をしているか判らなくなる。いつ 
 　 　 　のまにか商業⽤用途で使われていた。 
 　 　 　⇒無断分与の禁⽌止、所有権の主張、商⽤用利⽤用の制限 
（受領するとき） 
 　 　○学会発表する際に、内容のチェック、９０⽇日前の事前チェックの義務を負わされる。 
 　 　 　⇒発表の⾃自由確保 
 　 　○受領したバイオリソースより得られた研究成果は提供者のものとなる。 
 　 　 　⇒研究成果の帰属 　研究者が、後の研究を⾃自由に遂⾏行行できる環境を保護する必要性 
 　 　○受領したバイオリソースを改変した物の所有権も提供者のもの。 
 　 　 　⇒相⼿手の権利と⾃自分の権利を明確にする必要性 

MTA	  
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なぜ、 
マテリアルを管理する必要があるのか？ MTA	  

理由	  

MTA	  

問題点	  

  ⾃自由な研究を推進するため 

  新しいイノベーションを創出するため	  

  マテリアルが権利で汚染、違法に⼊入⼿手したマテリアル（提供） 

  提供後の権利を守る（提供） 

  国内外の法令遵守（例 　外為法、⽣生物多様性条約等）（提供） 

  研究の⾃自由度確保（受領）	  

だから、組織でクリーンアップしたマテリアルを管理する必要がある	  



有体物管理センター 
（学内のMTA管理ルール）	   MTA	  

個⼈人で管理するか？ 
組織で管理するか？	  
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九　州　大　学 

有体物管理センターの活動 

農学研究院 ・・・ 理学研究院 医学研究院 

全学組織の遺伝資源管理を行う 

< 社会への貢献 > 

産業界 

< 遺伝資源の管理と運用 > 

海外の遺伝資源 

< 遺伝資源の連携 > (B) 

> 日本他機関との連携 < 
<（遺伝資源の連携） > 

---機能--- 
（共同研究の窓口） 
（産学連携システム） 

（学内連携促進） 
有体物管理センター 

理化学研究所 

○マテリアルの管理 
○戦略的活用 



改変物	  

マテリアルとMTA	  

創作バ
イオリ
ソース	  

創作者	  

有
体
物
管
理
セ
ン
ター

	  

利⽤用者 
（受領者）	  

MTA（提供） 

MTA（受領） 

利⽤用者 
（受領者）	  

利⽤用者 
（受領者）	  

利⽤用者 
（受領者）	  

MTA	  

知財取扱により規定 
（申請すると、九⼤大の所有物） 

九州⼤大学	  
バイオ
リソー
ス	  
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（ＭＴＡ提供）	  
研究者	  

成果有体物創出	  

受領者	  

譲渡依頼	   譲渡	  

有体物管理センター	  

交渉	  

有体物管理センターHP 
登録⽤用ページ	  

研究者で記⼊入 
・権利関係のチェック 

提供申請書 
⼊入⼒力力後⾃自動的に 
メイルで送信	  

DB構築 
データベースとしても
登録可能	  

HP公開 
広く活⽤用野
道を造る	  

有体物管理センターHP 

（情報の集中化）	  
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平成２０年３⽉月より公開	  



提供時のマテリアルのチェック	  
（１）マテリアル基本情報 　A.種属/遺伝⼦子/化合物名等 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　B.性質 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　C.⽂文献 

（２）法的管理情報 　 　 　 　A.遺伝⼦子組み換え動物かどうか 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　B.病原体かどうか 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　C.ヒト由来マテリアルかどうか 

（３）権利関係 　 　 　 　 　 　A.特許の有無 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　B.第３者の権利の有無 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　C.海外からの持ち込む 

（４）管理⽅方法 　 　 　 　 　 　⇒次ページ参照 

（５）提供情報 　 　 　 　 　 　A.使⽤用⽬目的 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　B.改変の可否 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　C.使⽤用者の限定 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　D.謝辞/論⽂文の共著/引⽤用の要否 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　E.提供先の権利関係（共願の要否） 
（６）ライセンス先（受領者）情報 
 　 　 　海外のケースが多いため、ここに外為チェック 
（７）寄託者（PI）情報	  

MTA	  
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＊提供申請画⾯面１	  
マテリアル基本情報	  

マテリアル権利関係情報	  
マテリアル提供情報（タームシート）	  



C
B
D
対
策❒



＊提供申請画⾯面２（管理画⾯面（PI情報））	  

PI情報	  

受領者情報	  



（ＭＴＡ受領）	  

研究者	  

提供者	  

譲渡依頼	   譲渡	  

知的財産本部	  

交渉	  

研究者で記⼊入 
・誰から何をもらい、ど
の様な契約書が来たのか	  

ヒアリング	  

契約書は、 
○発表の制限 
○知的財産の取扱 
○秘密条項 
等を中⼼心に確認 

研究の⾃自由度を確保	  

MTA 

有体物管理センターHP 
学内連絡⽤用ページ	  AS	  

捺印 
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MTA	  

１．定義 
 　 　 　 　成果有体物の改変物、⼦子孫等の⽂文⾔言の規定 
２．資料の提供条件 
 　 　 　 　いつまでに、どのようなものを幾らで等の条件 

３．（対価の⽀支払い条件） 
４．使⽤用条件 
 　 　 　 　第3者への使⽤用制限、⽬目的制限、改変の許諾等 

５．保証（成果有体物の品質） 
 　 　 　 　基本的には、品質と権利侵害への免責 

６．秘密保持条件 
７．成果の取扱 
 　 　 　 　得られた成果の権利は？、成果発表時の条件（共著、謝辞等の規定）、 
 　 　 　 　提供者の当該成果の利⽤用等 

８．知的財産権の取扱 
 　 　 　 　成果は共有なのか？否か？ 
９．使⽤用の中⽌止条件 
１０．有効期限 
１１．その他 
１２．準拠法と裁判管轄	  

MTA	  

この契約を管理するときに 
○海外からの遺伝資源かどうか 
○PICは取ったのか 
などがチェックできる！！	  



管理の項の終わりに	  
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研究成果である貴重なマテリアルは、 

（１）種々の契約、国内外の法規を理解して、締結、遵守し、 
（２）権利関係がきれいなマテリアルを 
（３）きちんとした提供契約（MTA）を締結する中で，⾃自由に提供
し合うことにより、 

多くの新しいイノベーション創出が可能となる。 

MTA	  



Nepalプロジェクトについて	  



Foreign	  Companies	  
(especially	  in	  Japan)	  

Pharmaceu7cal	  
Food	  
…	  
…	  

Nepal	  
(Academia)	  

A	  Concept	  for	  a	  Coopera7ve	  U7liza7on	  System	  of	  Biological	  
Resources	  of	  Nepal	  

⇔	  
Biological	  resources	  
Tradi7onal	  Knowledge	  

Needs	  of	  companies	  

Kyushu	  univ.	  

Research	  Project	  
Material	  Managing	  Center	  

Research	  Tools	  
Know	  how	  of	  research	  

Partnership	  between	  
Japanese	  and	  
Nepalese	  academia	  

Chances	  of	  new	  
Business	  development	  

U7liza7on	  of	  	  
Various	  biological	  resources	  

Rela7onship	  based	  on	  CBD	  
（An	  Agreement	  between	  Nepal	  and	  Japan）	

⇔	  



Research	  Forma7on	  

Nepalese	  
Researchers	  

Isolate	  bacteria	  from	  ｔhe	  material	  
collected	  in	  Nepal	  

Collec7on	  from	  	  
	  	  	  	  several	  places	  in	  Nepal	  

Fermented	  foods,	  mushrooms	  
	  and	  soils	  

Isolated	  
Bacteria	  

Japanese	  
Researchers	  

of	  Kyushu	  Univ.	  

Industry	  

Industry	  

Industry	  

Develop	  new	  items	  
Screen	  
for	  the	  needs	  
of	  industries	  

Japan	  Nepal	   Academia	  

Shared	  resources	  
for	  research	

Shared	  resources	  
for	  research	

Share	  the	  same	  
resources	

Basic	  research	  



なぜネパール？-２	  
標⾼高5000mの⾼高地から 
亜熱帯の低地まで、多様な環境を
持っている。 

多様な環境＝多様な遺伝資源	   北海道の２倍の国⼟土⾯面積	  

Nepal / Global
(%) 種類

鳥 9.3
花 2.7
蝶々 4.0
その他昆虫 0.7 5052
動物 4.5
淡水魚類 1.0 182
両生類 1.0
は虫類 1.6
カビ 2.4 1822
バクテリア 3000-4000
地衣類 2.3 465
藻類 2.6 687

等



　ネパールはインドと中国にはさまれたヒマラヤ山脈の内陸国である。東西は885km、南北は平均
193kmの細長い国土を持ち、日本の約4割の面積(14.7万km２)に、約2290万人の人々が住んでいる。 

　標高8848mのエベレストをはじめとするヒマラヤの8000m級の高峰から、南のヒンドスタン平原の一
部である標高150mのタライ平原まで、変化に富む地形をもっている。地勢は標高別に東西に伸びる帯状
の3つに大きく区分される。すなわち、北部の標高3000m～4000ｍ以上のヒマラヤ山岳地帯(Mountain)、
中央部の標高1000m～3000mの丘陵地帯(Hill)、そして南部の1000m以下のタライ平原部(Teraiまたは
Tarai)である。 
　首都のあるカトマンズ盆地は、標高約1300mで丘陵地帯に属する｡ 

　気候もその東西に走る帯状の3つに大きく区分され、亜寒帯高山性気候の北部山岳地帯、温暖な中部丘
陵地帯、そして亜熱帯モンスーン気候の南部タライ平原部に分けられる。 
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Lab. 

　研究体制概念図（全体構想）	

カトマンズ大学 
理学部 

ネパールの多様な環境からの 
①多様な遺伝資源の単離 
②データベース構築 

Collec7on	  from	  	  
	  	  	  	  various	  region	  in	  Nepal	  

Fermented	  foods	  
Soil,	  etc.	  

九州大学 
有体物管理センター 

多様な遺伝資源からの 
①食品機能性 
②環境浄化／レメディエーション 
③極限環境からの機能性高分子 
を有する生物の単離 
（スクリーニング） 

Japan	  Nepal	   Lab. 

研究の為の共有
のデータベース 

研究の為の共有
のデータベース 

遺伝資源の 
共有利用 

Basic	  research	  

Lab. 

Lab. 

Basic	  research	  

メタゲノム解析及び 
・食品の先端研究 
・環境に関する先端研究 
・機能性高分子の先端研究 

多種多様な環境及び生
態系，文化基盤にある
多様な遺伝資源 

（研究の特色） 
（相互の強み） 

（相互の役割） 
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Lab. 

研究体制概念図（３つの効果）	

カトマンズ大学 
理学部 

Collec7on	  from	  	  
	  	  	  	  several	  places	  in	  Nepal	  

Fermented	  foods	  
Soil,	  etc.	  

有用遺伝子群
（遺伝資源）
の 探索と活用 

九州大学 
有体物管理センター 

Japan	  Nepal	   Lab. 

研究の為の共有
のデータベース 

研究の為の共有
のデータベース 

遺伝資源の 
共有利用 

Basic	  research	  

Lab. 

Lab. 

産業界 

産業界 

産業界 

他大学 

他大学 

Applied	  Science	  

Basic	  research	  

未活用の遺伝資源を活
用した国際産学官連携
形成 

先端研究技術の移転（成果の共有） 
互恵的恊働研究の進展 
南アジアの研究拠点形成 

A 

B 

C 



Fermented foods, 
Mushroom and Soils 

(FMS)	  
Nepal	   Japan 

(University)	  
Japan 

(Industries)	  

Collection of the FMS 
and knowledge 

○	  

Isolation of bacteria 
from the FMS	   ○	  

Classification of the 
bacteria isolated 

from FMS	  
○	   ○	   △	  

Screening and 
analysis of bacteria 

for applied and basic 
research	  

△	   ○	   ○	  

Sale of products with 
bacteria and/or an 

extraction of it	  
○	  

Table	  1	  :	  The	  Role	  of	  the	  Project	  Using	  Biological	  Resources	  in	  Nepal	  

○= Always 　 　△= Sometimes	  



Nepal	   Kyushu Univ. (KU)	   Company 
in Japan	  

Ownership of 
bacteria	   ○	  

A. Right to use them 
for research in Japan 
B. Right to research 

with companies using 
the bacteria	  

Patent	   The true inventors apply for a patent. 
( Definition of the inventor is defined in the MOU )	  

Royalties 
(ABS)	   See Figure 2-1, 2-2	  

Usage of the 
bacteria	  

Guarantees  KU the 
right to give 

exclusive 
permission to a 
company if a 

company to use 
the bacteria	  

○ 
Exclusive 
rights to 

discovered 
use	  

Table	  2	  :	  Outline	  of	  MOU	  between	  the	  Government	  of	  Nepal	  and	  Kyushu	  
University	  (proposal)	  



最後に	  
 ⼤大学内に多くの不法に持ってきた遺伝資源がある 

 ⼤大学はその管理を積極的にすべき（知的財産管理上） 

 きちんと管理をすれば、有効な研究ツールとなる 

「リソース無くして、リサーチ無し」 
新しいイノベーションの泉	  




